
は
じ
め
に

　

日
本
各
地
の
葬
送
儀
礼
に
関
わ
る
民
俗
や
伝
承
を
背
景
に
、
日
本
人
の
霊
魂
観
や
死
後
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
葬

送
儀
礼
の
出
棺
に
関
わ
る
様
々
な
民
俗
や
伝
承
を
も
と
に
、
各
地
の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
名
称
、
由
来
、
意
味
や
機
能
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
者
の
諸
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
各
地
の
事
例

　

１
、
東
北
地
方

　

青
森
県
野
辺
地
地
方
で
は
、
棺
は
い
つ
も
用
い
る
入
口
か
ら
は
出
ず
、
蔀
を
あ
け
て
出
す
。
蔀
と
い
う
の
は
、
主
に
日
光
を
よ
け
風

雨
を
防
ぐ
目
的
で
、
格
子
組
の
裏
側
に
板
を
張
っ
た
戸
の
こ
と
で
、
蔀
が
な
け
れ
ば
茅
を
曲
げ
て
刈
り
、
門
の
形
に
し
て
く
ぐ
ら
せ
る
。

蔀
へ
葦
な
ど
で
ワ
形
に
折
り
曲
げ
て
つ
け
、
そ
こ
を
く
ぐ
ら
せ
る
。
棺
の
籠
を
担
ぐ
人
は
、
出
が
け
に
樽
や
笊
等
を
踏
み
破
っ
て
行
く

と
こ
ろ
も
あ
り
、草
履
の
ひ
も
を
切
っ
て
捨
て
て
出
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
籠
が
行
っ
て
し
ま
う
と
、土
間
に
灰
を
ま
い
て
、も
か
り
（
殯
）

葬
送
儀
礼
の
出
棺
に
つ
い
て
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の
室
、
す
な
わ
ち
今
ま
で
籠
を
お
い
て
い
た
室
を
掃
き
出
す
。
そ
し
て
素
早
く
跡
札
を
は
る
。
そ
れ
も
、
も
か
り
の
室
四
方
に
は
る
。

掃
く
者
は
二
人
で
一
人
で
は
掃
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

１
）。

　

棺
を
通
常
の
出
入
り
口
と
は
異
な
る
場
所
か
ら
棺
を
出
す
の
は
、
お
そ
ら
く
被
葬
者
の
霊
魂
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
と
思
わ
れ
る
。
亡
く
な
っ
て
ま
も
な
い
被
葬
者
の
霊
魂
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
く
る
と
災
厄
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
、
そ

れ
を
防
ぐ
た
め
の
絶
縁
儀
礼
と
思
わ
れ
る
。

　

岩
手
県
大お
お

迫は
さ
ま

町
八
木
沢
で
は
、
棺
を
担
ぐ
役
の
者
は
、
出
棺
の
際
に
、
家
の
中
で
草
履
を
は
き
、
ご
飯
に
汁
を
か
け
、
屋
内
外
を

わ
け
る
敷
居
を
ま
た
ぎ
、
一
本
箸
で
食
べ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
役
の
者
は
草
履
を
履
い
て
担
ぎ
出
し
た
後
、
帰
り
は
途
中
で

脱
ぎ
捨
て
る
と
さ
れ
る（
２
）。

　

通
常
、
草
履
は
屋
外
の
履
き
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
家
の
中
で
草
履
を
履
く
の
か
。
葬
儀
は
生
と
死
の
境
目
を
秩
序
づ
け

る
儀
礼
で
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
、
通
常
と
は
異
な
る
用
い
方
が
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
敷
居
を
ま
た
い
で

一
本
箸
で
食
べ
る
の
も
同
様
の
考
え
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

福
島
県
耶
麻
郡
周
辺
で
は
、
出
棺
の
と
き
に
、
葦
で
カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
を
つ
く
る
。
こ
の
と
き
親
族
は
チ
カ
ラ
ザ
ケ
（
力
酒
）
と

い
っ
て
冷
酒
を
黒
椀
で
飲
み
、
ま
た
チ
カ
ラ
メ
シ
（
力
飯
）
と
い
い
、
一
本
箸
で
出
発
の
飯
を
食
べ
る
と
さ
れ
る（
３
）。

　

カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
は
棺
を
出
す
と
き
だ
け
、
仮
に
造
る
門
で
、
棺
を
出
し
た
後
は
片
付
け
て
し
ま
う
。
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
霊

魂
は
荒
れ
て
様
々
な
災
厄
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
を
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
で
、
被
葬
者
の
霊

魂
が
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

チ
カ
ラ
ザ
ケ
（
力
酒
）
は
力
を
落
と
し
た
者
を
、
元
気
づ
け
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
儀
礼
で
用
い
る
酒
の
多
く
は

温
め
ず
、
冷
酒
が
好
ま
れ
る
。
冷
酒
の
方
が
、
風
味
が
強
く
、
力
強
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
チ
カ
ラ
メ
シ
（
力
飯
）
は

一
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米
に
特
別
な
力
を
認
め
る
信
仰
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
本
の
箸
で
食
べ
る
と
い
う
、
岩
手
の
事
例
と
共
通
し
た
特
徴
が

認
め
ら
れ
る
。
一
本
の
箸
で
は
食
べ
に
く
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
合
理
的
に
早
く
食
べ
ら
れ

る
道
具
が
好
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

２
、
関
東
地
方

　

茨
城
県
県
北
で
は
、
穴
掘
り
・
棺
担
ぎ
を
ロ
ク
シ
ャ
ク
（
六
尺
）
と
呼
び
、
僧
侶
の
読
経
と
遺
族
の
焼
香
が
終
わ
る
と
、
ロ
ク
シ
ャ

ク
（
六
尺
）
は
晒
の
襷
が
け
で
棺
を
担
ぎ
出
す
。
こ
の
と
き
、
目
籠
を
転
が
し
、
急
い
で
箒
を
掃
き
出
し
、
棺
を
か
つ
い
で
、
庭
先
に

立
て
た
四
本
の
笹
竹
の
周
囲
を
三
回
廻
り
、
最
後
に
笹
竹
の
間
を
く
ぐ
っ
て
墓
地
に
向
か
う
と
報
告
さ
れ
て
い
る（
４
）。

　

こ
の
事
例
で
は
、
棺
担
ぎ
の
役
は
ロ
ク
シ
ャ
ク
と
い
う
役
の
者
が
担
ぐ
が
、
晒
の
襷
を
か
け
て
い
る
。
晒
木
綿
は
白
い
色
を
し
て
お

り
、浄
化
の
象
徴
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
庭
先
に
立
て
ら
れ
た
笹
竹
は
お
そ
ら
く
カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
の
一
種
で
、

そ
の
周
囲
を
三
回
廻
る
の
も
、
目
籠
を
転
が
す
の
と
共
通
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

茨
城
県
結
城
市
小
塙
で
は
、
出
棺
後
、
た
だ
ち
に
棺
の
安
置
し
て
あ
っ
た
座
敷
中
を
、
目
籠
を
転
が
し
、
箒
で
掃
き
出
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
三
本
に
割
っ
た
竹
を
喪
家
の
庭
に
立
て
、
棺
を
担
い
だ
人
達
が
そ
の
周
囲
を
三
回
廻
っ
た
後
、
竹
を
閉
じ
る
。
被
葬
者
の
魂

が
す
ぐ
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
と
の
こ
と
で
あ
る（
５
）。

こ
の
事
例
で
は
竹
を
三
本
に
割
る
と
い
う
特
殊
な
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
一
種
の
カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
の
作
成
と
思
わ
れ
る
。

　

千
葉
県
で
は
、
出
棺
は
玄
関
の
場
合
と
廊
下
や
縁
側
か
ら
の
場
合
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
が
、
分
布
地
域
は
交
錯
し
て
い
る
。
市
川

市
で
は
出
棺
の
あ
と
、
部
屋
を
掃
き
出
す
。
富
津
市
で
は
出
棺
の
時
に
牛
が
鳴
く
の
を
禁
忌
と
し
て
い
る
。
同
県
富
津
市
峰
上
で
は
、

喪
家
の
庭
に
特
設
の
建
物
を
建
て
、
棺
を
入
れ
る
が
、
市
原
市
加
茂
で
は
四
本
柱
の
中
に
臼
を
逆
さ
に
し
て
棺
を
お
き
、
六
道
廻
り
を

す
る
。
印
旛
郡
や
市
原
市
、
安
房
郡
千
倉
町
で
は
、
棺
は
竹
で
作
っ
た
仮
の
門
を
く
ぐ
っ
て
家
を
出
る
が
、
市
原
市
菊
間
で
は
途
中
辻

一
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ご
と
に
、
ま
た
墓
地
の
入
り
口
に
も
竹
の
門
を
作
る（

６
）。

　

富
津
市
峰
上
の
事
例
で
は
、
特
設
の
建
物
を
建
て
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
種
の
モ
ガ
リ
（
殯
）
の
装
置
と
考
え

ら
れ
る
。
被
葬
者
が
迷
わ
ず
あ
の
世
へ
行
け
る
よ
う
に
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

臼
を
逆
さ
に
す
る
の
は
、
五
来
氏
の
説
で
は
、
死
霊
が
家
に
帰
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
呪
術
で
あ
る
と
い
う（
７
）。

六
道
廻
り

と
い
う
の
は
、
周
囲
を
六
回
廻
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
仏
教
の
六
道
の
観
念
と
重
ね
て
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
市
原
市
で
は
入
念
に
何
度
も
カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
を
く
ぐ
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
事
例
で
あ
る
。

　

東
京
都
青
梅
市
上
成
木
で
は
、
出
棺
の
際
に
会
葬
者
・
親
戚
に
饅
頭
を
配
る
。
青
ヶ
島
で
も
タ
チ
ハ
ノ
ケ
（
立
退
）
と
い
っ
て
、
棺

に
入
れ
た
枕
飯
の
残
り
を
釜
で
お
粥
に
し
、
近
親
者
が
一
口
ず
つ
食
べ
て
ク
イ
ワ
カ
レ
（
食
い
別
れ
）
を
し
た
と
い
う
。

　

青
梅
市
の
事
例
で
は
、
出
棺
の
際
に
饅
頭
を
配
っ
て
い
る
が
、
忌
の
飯
と
同
様
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
的
意
味
づ
け

で
は
供
養
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
青
ヶ
島
の
タ
チ
ハ
ノ
ケ
も
粥
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
忌
の
飯
の
意
味
で
あ
ろ
う（
８
）。

　

３
、
中
部
地
方

　

富
山
県
で
は
棺
に
ゼ
ン
ノ
ツ
ナ
（
善
の
綱
、
白
布
で
一
反
程
度
を
綱
に
し
た
も
の
）
を
つ
け
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
。
小
矢
田
部
市
・

富
山
市
で
は
硬
貨
を
撒
い
た
。
五
箇
山
で
は
、
普
段
は
通
ら
な
い
出
入
口
の
、
オ
ク
ノ
デ
イ
（
奥
の
出
居
）
の
脇
か
ら
出
棺
す
る
と
い

う
。
家
の
前
で
一
廻
り
す
る
が
、
高
岡
市
で
は
三
回
も
廻
っ
て
ノ
ー
（
野
）
に
向
か
う
。
中
新
川
郡
で
は
、
向
か
う
先
は
ノ
ー
バ
（
野

場
）、
立
山
町
で
は
ヤ
マ
（
山
）
と
い
っ
て
い
る（
９
）。

　

こ
の
事
例
で
は
、
棺
に
ゼ
ン
ノ
ツ
ナ
（
善
の
綱
）
と
い
わ
れ
る
綱
を
棺
に
つ
け
る
こ
と
が
窺
え
る
。
出
棺
は
デ
イ
と
い
わ
れ
る
、
通

常
と
は
異
な
る
出
入
り
口
か
ら
行
っ
て
い
る
。
家
の
前
で
廻
る
の
は
、
被
葬
者
の
霊
が
す
ぐ
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
所
作
と

考
え
ら
れ
る
。

一
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福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
で
は
、
棺
桶
の
蓋
を
す
る
時
、
釘
は
一
切
用
い
ず
、
藁
縄
で
か
ら
げ
る）

10
（

。

　

棺
の
蓋
を
す
る
時
、
釘
を
用
い
る
地
域
と
用
い
な
い
地
域
が
あ
る
。
縄
文
時
代
と
い
う
時
代
区
分
が
あ
る
が
、
縄
を
神
聖
な
も
の
と

し
て
用
い
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
、
し
め
縄
な
ど
と
い
っ
て
、
祭
礼
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
釘
を
使
わ
ず
、
藁
縄
を

使
う
と
い
う
の
は
、
縄
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
葬
制
に
用
い
て
い
た
も
の
が
、
習
俗
と
し
て
残
存
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
で
は
、
縁
側
か
ら
出
棺
し
、
そ
の
あ
と
畳
の
上
で
木
槌
を
転
が
す
。
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
で
は
、
出
棺

後
、
藁
を
打
つ
木
槌
を
足
で
蹴
っ
て
土
間
へ
転
が
し
落
と
す
。
葬
式
を
繰
り
返
し
出
さ
な
い
よ
う
に
、
木
槌
を
身
代
わ
り
に
す
る
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。
東
八
代
郡
御
坂
町
で
は
、
出
棺
後
、
木
戸
を
し
め
、
畳
の
上
と
土
間
で
糸
枠
を
転
が
し
、
仮
門
を
く
ぐ
ら
せ
て
外

に
出
る
と
さ
れ
る
。
糸
枠
を
庭
中
こ
ろ
が
す
所
は
他
に
も
例
が
あ
り
、
家
の
中
を
掃
き
だ
す
事
は
県
下
で
普
通
に
見
ら
れ
る
習
俗
で
あ

る
と
の
報
告
が
あ
る）
11
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
目
籠
を
転
が
す
代
わ
り
に
木
槌
を
転
が
し
、
糸
枠
を
転
が
し
て
い
る
が
、
生
活
を
助
け
る
身
近
な
道
具
に
呪
力
を

み
と
め
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
が
生
じ
る
の
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

長
野
県
諏
訪
湖
畔
地
方
で
は
、
出
棺
の
時
刻
を
以
前
は
「
時
合
（
じ
あ
）
い
」
と
い
っ
た
。
普
通
は
正
午
か
ら
午
後
一
時
か
二
時
頃

が
多
く
、
以
前
は
日
没
に
な
っ
て
か
ら
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
出
棺
の
際
に
は
、
門
口
の
軒
下
に
桑
棒
等
で
仮
門
を
作
る
。
棺

は
新
し
い
藁
縄
を
、
右
綯
い
で
は
な
く
、
左
綯
い
に
し
た
縄
で
棺
を
し
ば
っ
て
出
棺
し
た
。
仮
門
は
棺
が
出
れ
ば
、
す
ぐ
に
係
の
者
が

取
り
外
す
。
以
前
、
出
棺
の
際
に
は
門
火
を
焚
い
た
が
、
今
は
実
際
に
は
焚
か
ず
、
焚
く
真
似
を
す
る）
12
（

。
藁
縄
で
棺
を
し
ば
る
の
は
、

遺
体
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
味
と
被
葬
者
の
魂
の
鎮
魂
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
事
例
で
は
、
出
棺
の
時
刻
を
「
時
合
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
頃
合
い
を
考
え
る
こ
と
や
、
会
葬
者
が
時
間
を
合
わ

せ
て
来
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
仮
門
は
門
口
の
軒
先
に
桑
棒
等
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
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愛
知
県
日
間
賀
島
で
は
、
一
コ
ウ
サ
カ
ズ
キ
（
一
乞
盃
？
）、
或
い
は
出
船
の
盃
と
も
い
っ
て
、
出
棺
前
に
身
内
の
者
が
、
年
下
の

者
か
ら
、
一
杯
ず
つ
飲
む
。
酒
宴
の
時
に
、「
一
コ
ウ
盃
は
い
け
ん
。
ま
あ
一
杯
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

十
五
様
の
モ
リ
を
す
る
人
が
、
デ
ガ
ネ
（
出
鉦
）
を
叩
い
て
廻
る）

13
（

。
一
コ
ウ
サ
カ
ズ
キ
は
生
と
死
の
境
で
交
わ
す
、
別
れ
の
杯
と
思
わ

れ
る
。

　

４
、
近
畿
地
方

　

滋
賀
県
信
楽
谷
で
は
出
棺
の
際
、
喪
家
に
集
ま
っ
た
人
全
部
が
、
お
膳
に
飯
・
味
噌
・
野
菜
を
盛
っ
た
も
の
を
食
べ
る
ま
ね
を
す
る
。

こ
れ
を
ワ
カ
レ
ノ
メ
シ（
別
れ
の
飯
）と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
小
椋
谷
で
は
ヒ
ジ（
非
時
）と
い
い
、ヒ
ジ
を
受
け
る
の
は
サ
イ
ク
サ（
幸

草
）
を
持
ち
寄
っ
た
人
だ
け
と
さ
れ
、葛
川
谷
で
は
デ
ダ
チ
ノ
メ
シ
（
出
立
の
飯
）
と
い
う
。
ま
た
小
椋
谷
で
は
棺
を
出
し
た
直
後
に
、

居
残
り
の
も
の
が
藁
束
で
あ
と
を
掃
き
立
て
た
り
、
出
の
間
の
茣
蓙
を
あ
げ
て
、
竹
と
木
で
ほ
こ
り
を
は
た
い
た
り
す
る
。
角
川
谷
で

は
出
棺
の
際
、
門
口
で
一
抱
え
の
藁
を
燃
や
す
が
、
こ
れ
を
イ
ッ
チ
ョ
ウ
ワ
ラ
（
一
丁
藁
）
の
カ
ド
ビ
（
門
火
）
と
い
う
。
葛
川
谷
で

も
、
出
棺
の
直
後
に
藁
箒
で
掃
き
出
す）
14
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
食
べ
る
真
似
を
す
る
だ
け
だ
が
、
も
と
は
実
際
に
食
べ
て
い
た
の
を
省
略
し
た
形
態
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ワ

カ
レ
ノ
メ
シ
（
別
れ
の
飯
）
と
い
う
の
だ
か
ら
、
出
立
の
膳
、
そ
の
も
の
を
言
い
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
イ
ク
サ
（
幸
草
）

と
い
う
の
は
、
幸
い
を
も
た
ら
す
草
花
の
こ
と
で
、
山
百
合
な
ど
、
香
り
の
強
い
草
花
を
指
し
、
植
物
の
香
気
に
よ
っ
て
、
場
を
浄
化

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
被
葬
者
の
霊
を
鎮
め
、
死
の
影
響
力
が
遺
族
に
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
用
意
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
藁
の
箒
で
掃
き
出
す
の
は
他
の
事
例
同
様
で
あ
る
。

　

滋
賀
県
高
島
郡
西
庄
村
で
は
、
棺
の
な
か
の
被
葬
者
の
顔
は
、
墓
地
と
は
反
対
の
方
向
を
向
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
棺
を
担
ぎ

出
す
の
に
、
家
の
方
を
み
な
が
ら
、
墓
地
へ
行
く
よ
う
に
す
る
た
め
だ
と
い
う）
15
（

。

一
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こ
の
事
例
は
、
出
棺
時
の
被
葬
者
の
顔
の
向
き
に
つ
い
て
記
述
し
た
貴
重
な
報
告
で
、
遺
族
は
被
葬
者
が
家
を
見
な
が
ら
墓
へ
行
く

よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
被
葬
者
は
こ
の
世
の
こ
と
に
未
練
を
残
し
つ
つ
も
、
あ
の
世
へ
趣
く
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

京
都
府
舞
鶴
地
方
で
は
、
葬
式
の
当
日
の
昼
食
を
デ
タ
チ
（
出
立
）
と
い
う
ジ
ャ
コ
の
だ
し
で
、
豆
腐
の
ス
マ
シ
（
澄
ま
し
）
汁
を

作
る
。
豆
腐
を
四
角
に
小
さ
く
切
っ
て
入
れ
る
が
、
こ
れ
を
ハ
チ
ハ
イ
（
八
杯
）
豆
腐
と
い
う
。
油
揚
げ
を
台
に
し
て
精
進
の
お
ひ
ら

を
作
る
。
こ
の
デ
タ
チ
（
出
立
）
を
食
べ
て
葬
式
が
出
る
。
棺
が
家
を
出
る
と
、
門
口
で
束
ね
た
藁
を
燃
や
し
、
被
葬
者
が
愛
用
し
た

茶
碗
を
割
る
。
後
火
、
或
い
は
送
り
火
と
い
っ
て
、
煙
を
出
し
て
く
す
ぶ
る
藁
に
盥
を
か
ぶ
せ
る
。
二
度
と
帰
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
。

ま
た
箒
で
、
座
敷
を
裏
か
ら
外
へ
向
か
っ
て
掃
き
出
す）
16
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
出
立
の
膳
の
献
立
に
含
ま
れ
る
豆
腐
の
形
に
つ
い
て
、
日
常
生
活
で
は
四
角
に
小
さ
く
切
っ
て
入
れ
る
の
を
禁
忌
と

し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
葬
送
儀
礼
で
は
、
豆
腐
の
形
に
も
、
日
常
と
は
異
な
る
切
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
阪
府
豊
中
市
で
は
、
出
棺
の
時
、
茶
碗
を
割
り
、
イ
チ
ワ
ワ
ラ
（
一
把
藁
）
を
焚
き
、
す
ぐ
に
蓆
を
伏
せ
て
消
す
こ
と
を
オ
イ
ダ

シ
ビ
（
追
い
出
し
火
）
と
い
っ
て
い
る）
17
（

。
豊
中
市
の
事
例
は
出
棺
時
の
一
連
の
所
作
を
オ
イ
ダ
シ
ビ
（
追
い
出
し
火
）
と
い
っ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。
遺
族
に
死
の
影
響
力
が
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
所
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

兵
庫
県
津
名
郡
一
宮
町
で
は
、
会
葬
者
に
デ
タ
チ
（
出
立
）
を
し
、
出
棺
は
、
講
中
が
棺
に
釘
を
打
ち
、
縄
で
棺
を
く
く
る
。
棺
を

輿
に
移
し
、
被
葬
者
の
甥
（
い
な
い
場
合
は
そ
れ
に
近
い
男
性
）
が
担
ぐ
が
こ
れ
を
ニ
ナ
イ
ゾ
メ
（
担
い
初
め
？
）
こ
の
時
、
被
葬
者

が
生
前
愛
用
し
た
茶
碗
を
割
り
、
門
口
で
藁
を
燃
や
す
。
棺
は
大
戸
の
口
か
ら
出
さ
す
、
縁
側
か
ら
草
履
を
履
い
た
ま
ま
、
担
ぎ
出
す
。

北
淡
町
で
は
棺
を
出
し
た
後
、
畳
を
四
枚
縦
に
並
べ
て
掃
き
出
す）
18
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
出
立
の
膳
を
デ
タ
チ
（
出
立
）
と
呼
ん
で
い
る
。
棺
に
釘
を
打
ち
、
さ
ら
に
縄
で
棺
を
く
く
る
と
い
う
入
念
な
所

作
を
行
う
事
例
で
あ
る
が
、
被
葬
者
の
霊
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
き
て
災
厄
を
も
た
ら
す
の
を
防
ぐ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
被
葬
者
が
愛
用

一
一
九



し
た
茶
碗
を
割
る
の
は
、
茶
碗
の
使
用
者
は
す
で
に
こ
の
世
の
者
で
は
な
く
、
二
度
と
使
う
こ
と
は
な
い
為
で
あ
る
。

　

縁
側
か
ら
草
履
を
履
い
た
ま
ま
出
す
の
は
、
岩
手
県
の
事
例
と
同
様
、
通
常
と
は
異
な
る
出
入
り
口
で
、
普
段
は
外
で
用
い
る
草
履

を
中
で
履
い
て
お
り
、
葬
送
儀
礼
で
は
通
常
の
使
用
方
法
と
は
異
な
る
方
法
が
好
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

奈
良
県
十
津
川
村
上
葛
川
で
は
、
葬
列
の
見
送
り
人
に
膳
で
ご
馳
走
を
出
す
こ
と
を
タ
チ
バ
（
立
場
）
と
い
う
。
そ
の
時
に
使
用
す

る
竹
の
箸
は
、
使
用
後
す
ぐ
に
捨
て
る
。
そ
の
一
方
で
、
十
津
川
村
迫
で
は
、
出
棺
の
際
に
、
会
葬
者
と
近
親
者
と
棺
を
担
ぐ
人
が
一

口
酒
を
飲
む
こ
と
を
タ
チ
バ
と
い
う
。

田
野
町
で
は
、
出
棺
間
際
に
親
族
縁
者
が
酒
と
雑
魚
で
飲
食
す
る
こ
と
を
カ
ド
ク
ヨ
ウ
（
門

供
養
）、
天
理
市
で
は
シ
ア
ゲ
（
仕
上
）
と
い
う）
19
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
葬
列
の
見
送
り
人
に
お
膳
を
振
る
舞
う
事
例
で
あ
る
。
忌
の
飯
を
大
勢
の
人
に
食
べ
て
貰
う
こ
と
で
、
忌
の
分
散
を

は
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
的
に
は
供
養
の
膳
と
も
考
え
ら
れ
る
。
使
用
し
た
箸
を
す
ぐ
に
捨
て
る
の
は
、い
つ
ま
で
も
持
っ

て
い
て
、
死
の
影
響
力
が
及
ぶ
の
を
避
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

和
歌
山
県
日
高
郡
で
は
、
出
棺
の
際
、
施
主
は
イ
ッ
パ
イ
メ
シ
（
一
杯
飯
）
を
食
べ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
他
家
で
呼
ば
れ
た
時
、「
一

杯
飯
を
食
う
な
」
と
戒
め
ら
れ
る
。
棺
は
エ
ン
バ
ナ
（
縁
端
）
か
ら
前
庭
に
出
て
右
廻
り
に
三
回
半
廻
っ
て
野
外
の
式
と
し
、
墓
地
へ

向
か
う
。
出
棺
に
先
立
っ
て
、
ガ
ン
ホ
ド
キ
（
願
ほ
ど
き
）・
ガ
ン
サ
バ
キ
（
願
さ
ば
き
）
と
い
っ
て
、
米
の
包
み
を
な
げ
て
屋
根
を

越
さ
せ
る
こ
と
も
す
る
。
生
前
に
病
気
平
癒
を
祈
願
し
た
神
に
そ
な
え
る
の
だ
と
い
う）
20
（

。

　

和
歌
山
県
日
高
郡
の
事
例
は
、
出
棺
時
に
一
杯
飯
を
と
る
こ
と
か
ら
、
他
家
で
食
事
を
し
た
際
に
一
杯
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
禁
忌
と

さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
ガ
ン
ホ
ド
キ
は
、
被
葬
者
が
生
前
願
か
け
を
し
た
こ
と
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
、
む
し
ろ
遊
離
魂
が
災
厄
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
鎮
魂
の
目
的
で
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
被
葬
者
の
霊
魂
が
生
前
、
願
掛
け

し
た
こ
と
を
気
に
し
て
、
す
ぐ
に
戻
っ
て
来
て
、
災
厄
を
起
こ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
米
の
特
別
な
力
を
利
用
し
て
、
遺
族
の
者
達

一
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が
願
か
け
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

５
、
中
国
地
方

　

鳥
取
県
日
野
郡
日
南
町
で
は
、
出
棺
は
友
引
の
日
と
日
中
を
さ
け
た
。
棺
は
家
の
方
を
向
い
て
、
あ
と
ず
さ
り
の
形
で
内
庭
の
土
間

は
通
ら
ず
に
縁
側
か
ら
出
す
。
葬
列
が
出
た
後
、
座
敷
を
藁
で
掃
き
、
ガ
ン
ホ
ド
キ
と
い
っ
て
、
米
を
屋
根
に
蒔
く
。
因
幡
地
方
で
は

カ
ド
ビ
（
門
火
）
を
焚
く）
21
（

。

　

こ
の
事
例
で
も
、
願
ほ
ど
き
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
屋
根
に
米
を
蒔
く
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
。
米
の
持
つ
力
に
注
目
し
て
米
を
蒔

い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

島
根
県
で
は
、
タ
チ
バ
ノ
メ
シ
（
立
場
の
飯
）
と
い
っ
て
、
近
親
者
が
棺
の
前
に
集
ま
り
、
被
葬
者
と
、
一
膳
飯
で
最
後
の
別
れ
の

食
事
を
す
る
。
こ
の
た
め
、
普
段
は
一
膳
し
か
食
べ
な
い
の
は
良
く
な
い
と
さ
れ
た
。
棺
は
オ
モ
テ
グ
チ
（
表
口
）
か
ら
出
し
、
出
し

た
後
は
一
束
藁
で
掃
く）
22
（

。

　

島
根
県
周
吉
郡
中
村
で
は
、
出
棺
を
デ
タ
チ
（
出
立
）
と
い
う
。
棺
は
玄
関
か
ら
近
親
者
よ
り
選
ば
れ
た
四
人
の
エ
ナ
オ
ン
ノ
た
ち

に
よ
っ
て
担
ぎ
出
さ
れ
る
。
二
本
の
担
ぎ
棒
が
あ
る
棺
を
前
後
二
人
ず
つ
で
担
う
の
が
原
則
で
、
別
に
「
添
え
肩
」
と
称
し
て
、
こ
れ

に
助
力
を
与
え
る
場
合
も
少
な
く
は
な
い
。
ま
た
担
う
者
の
位
置
も
年
齢
の
順
序
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
。
年
長
者
を
前
に
年
少
者

を
後
ろ
に
す
る
。
前
後
各
々
に
お
い
て
も
、
年
長
者
を
左
に
年
少
者
を
右
に
す
る
。
エ
ナ
オ
ン
ノ
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
七

節
あ
る
青
竹
の
杖
を
つ
き
、
ア
シ
ナ
カ
（
か
か
と
の
部
分
の
な
い
草
履
の
よ
う
な
履
物
）
を
履
い
て
担
ぎ
出
す
が
、
こ
の
場
合
、
一
切
、

手
を
用
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
エ
ナ
オ
ン
ノ
た
ち
が
棺
を
担
ぎ
出
そ
う
と
す
る
や
、
被
葬
者
の
近
親
者
た
ち
は
棺
の
蓋
を
と

り
、
そ
れ
を
囲
ん
で
哭
泣
し
な
が
ら
、
被
葬
者
の
財
布
の
中
へ
餞
の
銭
を
入
れ
る
。
こ
の
時
、
涙
が
被
葬
者
に
降
り
か
か
ら
な
い
よ
う

に
、
喪
主
は
注
意
す
る
。
金
槌
と
釘
で
棺
の
蓋
を
閉
じ
る
。
棺
が
玄
関
を
出
る
と
き
、「
願
解
き
（
ガ
ン
ホ
ド
キ
）」
の
式
が
行
わ
れ
る
。

一
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一
升
枡
に
米
を
入
れ
、
上
に
扇
子
一
本
を
載
せ
、
役
の
一
人
が
こ
れ
を
捧
げ
持
っ
て
、「
シ
ョ
ガ
ン
・
ジ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
・
ガ
ン
ホ
ド
キ
」

と
大
声
に
叫
び
な
が
ら
、
米
を
蒔
き
扇
子
を
破
り
捨
て
る
。
願
解
き
の
式
が
終
わ
り
、
出
棺
す
る
と
た
だ
ち
に
、
手
伝
い
の
女
性
が
大

急
ぎ
で
、
式
の
行
わ
れ
た
座
敷
を
掃
き
だ
し
、
米
か
豆
ま
た
は
そ
の
他
の
穀
物
を
カ
マ
ス
か
俵
に
詰
め
、
棺
の
安
置
さ
れ
て
い
た
位
置

に
置
く
。
被
葬
者
の
代
わ
り
に
置
く
も
の
で
、「
一
人
去
っ
て
も
価
値
高
い
代
わ
り
物
が
な
お
こ
こ
に
存
し
て
当
家
は
衰
え
る
も
の
で

は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る）
23
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
出
棺
の
際
の
願
ほ
ど
き
が
扇
子
を
用
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
米
を
蒔
き
、
俵
を
安
置
す
る
の
は
、
米
の
力
で
、
被

葬
者
の
生
前
行
っ
た
祈
願
を
解
除
し
て
、生
前
の
祈
願
を
気
に
し
て
被
葬
者
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
し
、家
族
が
い
な
く
な
っ

た
分
の
生
命
力
の
補
填
を
し
よ
う
と
願
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

岡
山
県
哲
西
町
で
は
出
棺
後
、
棺
の
下
に
敷
い
て
あ
っ
た
蓆
、
或
い
は
茣
蓙
を
四
つ
辻
に
敷
い
て
、
人
に
踏
ん
で
も
ら
う
と
被
葬
者

の
霊
が
極
楽
に
行
く
と
さ
れ
る）
24
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
死
の
影
響
力
が
蓆
や
茣
蓙
に
付
着
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
影
響
力
を
取
り
去
る
た
め
に
、
四
つ
辻
に
置
い
て
、

踏
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

広
島
県
豊
松
村
で
は
、
出
棺
後
、
被
葬
者
の
使
用
し
て
い
た
茶
碗
を
割
り
、
屋
根
に
米
を
蒔
い
た
と
さ
れ
る）
25
（

。

　

こ
の
事
例
で
、
茶
碗
を
割
る
の
は
、
す
ぐ
に
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
割
る
の
で
あ
り
、
屋
根
に
米
を
蒔
く
の
は
、
一
種
の
願
ほ
ど
き

と
思
わ
れ
る
。

　

広
島
市
及
び
そ
の
周
辺
で
は
、
タ
チ
バ
（
立
場
）
と
称
し
て
、
皆
で
簡
単
に
握
り
飯
の
お
鉢
を
い
た
だ
く
と
さ
れ
る）

26
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
出
立
の
膳
に
、
握
り
飯
を
用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
豊
浦
郡
豊
北
町
で
は
、
茶
碗
を
割
り
、
柳
井
市
・
岩
国
市
で
は
枡
に
一
握
り
か
、
一
合
の
米
を
入
れ
て
お
き
、
そ
れ
を
蒔
く
。

一
二
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こ
れ
を
ガ
ン
（
願
）
ほ
ど
き
と
い
う
。
阿
武
郡
や
新
南
陽
市
で
は
い
り
豆
や
大
豆
を
蒔
く
と
さ
れ
、
生
前
に
使
用
し
た
茶
碗
を
割
り
、

門
火
と
い
っ
て
藁
な
ど
を
燃
や
す）

27
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
米
の
他
、
豆
を
蒔
い
て
い
る
。
豆
も
よ
く
食
べ
る
も
の
で
、
米
と
同
じ
よ
う
に
力
の
あ
る
食
物
と
み
な
さ
れ
た
た

め
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
蒔
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

山
口
県
萩
市
相
島
で
は
、
出
棺
は
上
オ
モ
テ
（
表
）
の
口
か
ら
出
る
。
送
る
人
は
三
角
の
紙
を
額
に
当
て
て
、
汚
い
草
履
を
履
い
て

出
る
。
棺
を
担
ぐ
人
は
汁
か
け
飯
を
食
べ
る）
28
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
出
立
の
膳
は
汁
か
け
御
飯
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
食
べ
る
の
は
棺
を
担
ぐ
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

汚
い
草
履
を
履
い
て
出
る
の
は
、
途
中
で
捨
て
る
た
め
に
、
捨
て
て
も
よ
い
草
履
を
履
い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
行
為
に
は
葬
式
を
境

に
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
を
更
新
す
る
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

６
、四
国
地
方

　

徳
島
県
で
は
、
出
棺
の
直
前
に
オ
ト
キ
（
お
斎
）
と
い
う
食
事
を
す
る
。
食
器
は
す
べ
て
蓋
付
の
漆
器
で
、
本
膳
で
行
う
。
五
種
の

料
理
（
白
飯
と
一
汁
三
菜
）、
白
飯
と
吸
い
物
或
い
は
味
噌
汁
、
ナ
カ
ジ
ョ
ク
（
こ
ん
に
ゃ
く
・
と
う
ふ
の
白
和
え
）・
お
ひ
ら
（
油
揚
げ
・

し
ょ
う
が
）・
小
皿
（
煮
し
め
ま
た
は
ナ
ラ
ア
エ
）
を
出
す
。
オ
ト
キ
（
お
斎
）
を
終
え
る
と
出
棺
に
な
る
が
、
名
西
郡
石
井
町
で
は
、

四
十
九
の
だ
ん
ご
を
間
仕
切
り
の
障
子
の
向
こ
う
か
ら
棺
を
め
が
け
て
、
投
げ
つ
け
る
。
出
棺
の
時
は
屋
根
を
横
切
る
方
角
に
動
か
し

て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
蓆
を
敷
い
て
、
棺
を
降
ろ
し
、
棺
は
墓
の
方
角
へ
向
け
る
。
出
棺
前
に
会
葬
者
に
冷
酒
を
つ
ぎ
、
別
れ
の
盃

を
す
る
。
庭
が
広
け
れ
ば
、
棺
を
中
央
に
し
て
、
葬
列
全
体
が
棺
の
周
囲
を
三
回
半
廻
る
。
棺
を
担
い
で
い
る
者
も
棺
を
担
い
だ
ま
ま

廻
る
が
、
円
の
中
心
に
い
た
ま
ま
、
廻
る）
29
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
出
棺
前
の
食
事
を
オ
ト
キ
（
お
斎
）
と
呼
ん
で
い
る
。
精
進
料
理
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
名
西
郡
石
井

一
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町
の
事
例
で
は
、
障
子
の
向
こ
う
か
ら
、
棺
に
だ
ん
ご
を
投
げ
つ
け
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
す
ぐ
に
戻
っ
て
こ
な

い
よ
う
に
投
げ
つ
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
屋
根
を
横
切
る
方
角
に
棺
を
動
か
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
、
家
を
大
切
に
す
る
こ
と

か
ら
、
大
切
な
家
の
前
を
横
切
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
冷
酒
は
特
に
風
味
が
強
い
た
め
、
力
の
あ
る
酒
で

あ
り
、
最
後
の
盃
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

徳
島
県
三
好
郡
祖
谷
山
村
で
は
、
出
棺
前
に
な
る
と
、
幡
持
ち
二
人
、
ホ
テ
持
ち
、
棺
担
ぎ
二
人
、
天
蓋
持
ち
一
人
、
合
計
七
人
が
、

オ
ク
リ
の
膳
に
坐
る
。
こ
の
膳
は
汁
が
左
、
御
飯
が
右
、
お
平
椀
が
右
で
、
普
通
の
膳
の
逆
で
、
左
膳
と
い
い
、
箸
の
方
も
左
か
ら
入

れ
て
あ
り
、
こ
の
仕
方
は
、
通
常
は
禁
忌
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
オ
ク
リ
（
送
り
）
の
膳
は
食
べ
る
真
似
を
し
て
、
膳
を
ま
た
い
で

向
こ
う
へ
出
る
も
の
で
あ
る
。
棺
担
ぎ
は
ツ
ノ
ム
ス
ビ
（
角
結
び
）
の
草
履
を
履
い
た
ま
ま
、
座
敷
か
ら
外
へ
担
い
で
出
す
。
カ
ド
で

僧
侶
が
経
を
唱
え
、
葬
列
が
出
る
。
棺
が
家
か
ら
出
る
と
藁
火
を
焚
き
、
茶
碗
を
割
る）
30
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
出
立
の
膳
は
「
オ
ク
リ
（
送
り
）
の
膳
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
左
膳
と
い
っ
て
、
日
常
と
は
反
対
の
位
置
に
食
器

が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
葬
式
に
は
、
通
常
と
は
反
対
の
向
き
や
位
置
に
な
る
も
の
が
多
い
。
そ

　

愛
媛
県
宇
摩
郡
別
子
山
村
や
越
智
郡
吉
海
町
で
は
、
出
棺
の
時
、
門
火
と
し
て
松
の
束
を
門
口
で
燃
や
し
た
。
仁
江
で
は
門
口
に
棒

を
立
て
て
、
被
葬
者
の
着
物
を
か
け
て
お
く）
31
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
松
の
束
を
門
火
と
し
て
焚
い
て
い
る
。
松
は
祝
い
の
時
だ
け
で
な
く
、
弔
い
の
時
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
事
例
で
あ
る
。
浄
化
力
が
あ
る
樹
木
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

高
知
県
高
岡
郡
で
は
棺
を
ノ
リ
フ
ネ
（
乗
り
舟
）
と
い
う
。
長
岡
郡
で
は
、
喪
家
の
屋
根
か
ら
落
ち
る
雨
水
を
受
け
る
石
を
、
藁
で

包
み
、
さ
ら
に
帯
で
巻
い
た
物
を
枕
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
石
で
棺
の
釘
付
け
を
し
た）

32
（

。
仮
門
は
出
棺
の
時
、
門
に
蹄
鉄
形
に
施

す
、
一
条
の
割
竹
で
あ
る
と
い
う）

33
（

。

一
二
四



　

こ
の
事
例
で
は
棺
が
一
種
の
船
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
の
世
へ
船
に
乗
っ
て
旅
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
門

の
形
状
に
つ
い
て
、
門
に
施
す
割
竹
と
さ
れ
て
い
る
。

　

汁
掛
け
飯
を
食
べ
る
の
は
カ
ド
イ
デ
（
門
出
）
と
い
わ
れ
、
吾
川
郡
で
は
棺
を
据
え
て
そ
の
周
囲
を
廻
る
の
を
ミ
チ
キ
リ
と
呼
ん
で

い
る
。
ミ
チ
キ
リ
（
道
切
）
は
、
村
の
境
に
邪
霊
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
し
め
縄
を
張
っ
た
り
、
お
札
を
貼
っ
た
り
す
る
こ
と
だ
が
、

こ
の
事
例
の
ミ
チ
キ
リ
（
道
切
）
と
は
、
邪
霊
の
進
入
を
防
ぐ
と
い
う
よ
り
は
、
被
葬
者
の
霊
魂
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

高
知
県
香
美
郡
物
部
村
で
は
コ
マ
セ
（
駒
背
）
と
い
う
若
竹
の
両
端
に
二
又
足
を
つ
け
た
も
の
を
三
回
ま
た
ぎ
、
箕
の
中
の
塩
を
な

め
る
と
白
布
を
頭
に
か
ぶ
っ
て
出
棺
と
な
る
。
出
棺
の
際
に
、
松
明
や
ワ
ラ
ス
ボ
（
藁
束
）
を
焚
く
所
も
多
か
っ
た
。
今
は
形
式
的
に

ワ
ラ
ボ
テ
（
藁
ぼ
て
）
を
持
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
幡
多
郡
で
は
家
か
ら
墓
地
へ
と
松
明
を
建
て
並
べ
る
所
も
あ
る）
34
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
コ
マ
セ
（
駒
背
）
と
い
わ
れ
る
、
馬
の
背
中
に
見
立
て
た
若
竹
を
三
回
ま
た
ぐ
が
、
被
葬
者
の
霊
魂
が
す
ぐ
に
も

ど
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
霊
的
防
衛
策
と
考
え
ら
れ
る
。

　

７
、九
州
地
方

　
　

福
岡
県
大
島
で
は
、
お
り
か
け
と
称
し
、
竹
を
割
っ
て
、
鉤
手
の
形
に
曲
げ
、
荒
藁
で
結
ん
だ
も
の
を
二
つ
拵
え
て
、
門
戸
口
に

掛
け
、
出
棺
後
取
り
去
り
、
焼
却
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
荒
藁
で
庭
箒
と
中
居
箒
を
拵
え
、
出
棺
の
際
に
掃
き
、
棺
が
門
戸
口
を
出
る

際
に
茶
碗
を
割
る
。
棺
担
ぎ
は
近
親
の
男
の
子
ど
も
二
人
で
卍
字
を
書
い
た
三
角
の
紙
帽
子
を
か
ぶ
り
、
荒
藁
で
作
っ
た
ア
シ
ナ
カ
を

履
き
、
出
棺
の
時
、
畳
の
上
か
ら
履
い
て
出
る
。
出
棺
は
棺
の
正
面
を
後
ろ
に
し
て
、
逆
に
担
い
で
行
く）
35
（

。

　

こ
の
事
例
で
、
鉤
手
に
し
た
お
り
か
け
は
お
そ
ら
く
鎮
魂
の
葬
具
で
あ
ろ
う
。
五
来
氏
は
木
鍬
が
鎮
魂
の
葬
具
だ
っ
た
た
め
に
、
古

墳
時
代
に
は
、
石
形
の
鍬
形
を
副
葬
し
た
と
し
、
鉤
形
の
枝
を
手
向
け
る
信
仰
か
ら
出
発
し
、
路
傍
の
死
者
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
や
危
険

一
二
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な
崖
道
に
柴
神
と
し
て
祀
り
、
鎮
魂
の
た
め
に
二
股
の
枝
を
手
向
け
て
い
る
と
し
て
い
る）

36
（

。
こ
の
事
例
で
報
告
さ
れ
て
い
る
お
り
か
け

の
使
い
方
も
、
五
来
氏
の
論
じ
て
い
る
鉤
形
の
枝
を
手
向
け
る
こ
と
と
類
似
し
た
道
具
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
崎
県
諫
早
市
で
は
オ
ト
キ
（
お
斎
）
と
い
っ
て
、丸
い
握
り
飯
を
出
し
た
。
オ
ッ
タ
チ
（
御
立
）・
ヨ
コ
ニ
ギ
リ
（
横
握
）
と
も
い
っ

た
。
同
県
彼
杵
郡
で
は
、親
戚
な
ど
お
悔
や
み
に
来
た
者
に
精
進
料
理
の
小
盆
盛
に
ご
ま
塩
の
つ
い
た
ヨ
コ
ニ
ギ
リ
メ
シ
（
横
握
り
飯
）

を
出
す
が
、
こ
れ
を
ウ
ッ
タ
チ
（
打
立
）
と
い
う）
37
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
オ
ッ
タ
チ
、
ウ
ッ
タ
チ
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
出
立
の
膳
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
形
状
が
ヨ
コ
ニ
ギ
リ
メ
シ
で

あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

熊
本
県
宮
地
地
方
で
は
、「
出
タ
テ
ノ
お
酒
」
と
し
て
、
盃
を
さ
し
も
ど
さ
ず
に
ま
わ
し
て
全
員
に
酒
を
つ
ぐ）

38
（

。

　

盃
を
さ
し
戻
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
戻
す
と
い
う
行
為
に
対
す
る
禁
忌
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
戻
す
と
い
う
行
為
の
類
推

か
ら
、
戻
す
こ
と
が
、
被
葬
者
の
霊
が
た
だ
ち
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
促
進
さ
せ
る
と
の
考
え
が
背
景
に
あ
り
、
そ
れ
を
禁
忌
と
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

大
分
県
宇
佐
市
で
は
、
棺
は
左
廻
り
に
三
度
廻
っ
て
出
棺
す
る
。
門
口
で
カ
ド
ビ
（
門
火
）
を
焚
く
と
い
う）
39
（

。
左
廻
り
に
三
度
廻
る

の
は
、
被
葬
者
の
魂
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
、
カ
ド
ビ
を
焚
く
の
は
、
火
の
持
つ
浄
化
力
を
利
用
し
て
、
場
の

浄
化
を
は
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宮
崎
県
で
は
、
近
親
者
が
抱
え
て
頭
の
方
か
ら
出
棺
す
る
。
出
棺
の
際
、
被
葬
者
が
生
前
使
用
し
た
茶
碗
類
は
門
口
で
壊
し
て
、
家

の
中
を
掃
き
出
す
。
担
ぎ
棒
は
、
二
本
で
、
前
後
四
人
で
担
ぐ
。
葬
列
の
者
は
、
一
尺
ず
つ
の
白
い
布
を
男
は
肩
に
か
け
て
、
女
は
頭

に
か
ぶ
っ
た
。
棺
担
ぎ
と
被
葬
者
を
隔
離
す
る
た
め
、
担
ぎ
竹
に
布
（
肩
当
て
）
を
結
ん
だ
。
こ
の
布
は
白
木
綿
の
ハ
ン
カ
チ
タ
オ
ル

く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
初
め
に
担
い
だ
人
に
贈
る）
40
（

。
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こ
の
事
例
で
も
、
棺
は
頭
の
方
か
ら
出
棺
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

鹿
児
島
県
大
島
郡
喜
界
島
で
は
、
出
棺
は
大
抵
午
後
四
時
で
負
木
を
担
ぐ
人
を
お
供
人
と
称
し
て
、
再
従
兄
弟
の
子
が
あ
た
る
。
告

別
が
終
わ
る
と
、
お
供
人
四
人
が
負
木
の
四
隅
を
か
か
え
上
げ
て
、
そ
の
一
端
を
三
度
家
の
中
柱
に
突
き
立
て
た
後
、
出
棺
す
る）

41
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
出
棺
の
際
に
、
家
の
中
柱
に
三
度
突
き
立
て
て
出
棺
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
合
図
で
あ
ろ
う

か
。

　

沖
縄
県
宜
野
湾
市
で
は
、
夫
方
の
近
親
の
男
五
人
は
、
近
村
に
ウ
マ
（
赤
馬
龕
）
を
借
り
に
行
っ
た
。
ウ
マ
は
長
方
屋
形
の
赤
色
に

塗
っ
た
輿
で
、
棺
箱
を
運
ぶ
の
に
用
い
る
葬
具
で
、
四
人
で
担
ぎ
、
使
用
し
な
い
時
は
二
尺
位
の
も
の
で
、
使
用
時
に
は
他
の
付
属
品

も
取
り
付
け
、
四
尺
位
に
な
っ
た
と
い
う
。
古
琉
球
に
は
、
ウ
マ
を
所
有
す
る
シ
マ
（
島
）
と
所
有
し
な
い
シ
マ
が
あ
り
、
五
人
の
男

が
ウ
マ
を
張
り
立
て
て
、
そ
の
他
の
葬
具
を
軒
に
立
て
る
の
で
、
普
段
、
軒
に
芋
類
を
立
て
掛
け
る
こ
と
を
禁
忌
と
し
た
と
い
う）
42
（

。

　

こ
の
事
例
で
は
、
出
棺
に
赤
馬
の
龕
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
赤
に
は
魔
除
け
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

馬
は
あ
の
世
へ
い
く
た
め
の
乗
り
物
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

二
、
先
行
研
究
者
の
諸
説
の
検
討

　

こ
れ
ま
で
の
各
地
の
事
例
で
み
て
き
た
と
お
り
、出
棺
の
際
に
は
、出
棺
の
直
前
に
デ
タ
チ
（
出
立
）
な
ど
と
い
わ
れ
る
食
事
を
と
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
デ
タ
チ（
出
立
）と
い
う
の
は
、お
そ
ら
く
あ
の
世
へ
の
旅
立
ち
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
そ
の
食
事
の
形
態
は
、

握
り
飯
、
お
櫃
に
入
っ
た
御
飯
、
お
粥
な
ど
、
地
域
に
よ
り
異
な
る
が
、
米
を
原
料
と
し
た
食
事
が
主
で
あ
る
。
こ
れ
は
米
の
特
別
な

力
に
注
目
し
て
、
最
後
の
別
れ
に
と
る
食
事
と
し
て
、
米
を
選
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
単
に
食
事
を
と
る
の
と
は
異
な
る
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
福
島
の
チ
カ
ラ
メ
シ
、チ
カ
ラ
ガ
ユ
（
力
粥
）
は
最
後
の
別
れ
に
粥
の
食
事
を
と
る
こ
と
と
さ
れ
、

一
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こ
の
時
に
飲
む
酒
を
、
チ
カ
ラ
ザ
ケ
（
力
酒
）
と
い
う
地
域
が
あ
る
。
出
棺
前
に
力
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
人
を
元
気
づ
け
、
出
棺
を

促
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
柳
田
説
に
よ
れ
ば
、
出
立
の
飯
は
近
親
の
近
い
者
か
ら
次
第
に
拡
大
し
た
と
い
う
が
、
五

来
説
に
よ
れ
ば
、
出
立
の
飯
は
「
忌
の
飯
」
で
あ
り
、
も
と
は
村
な
り
組
な
り
の
す
べ
て
が
忌
に
加
わ
り
、「
忌
の
飯
」
を
食
べ
た
の

だ
と
し
て
い
る）
43
（

。

　

井
之
口
氏
に
よ
れ
ば
、
殯
に
よ
る
蘇
生
の
可
能
性
は
早
く
か
ら
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
具
体
的
な
埋
葬
時
に
近
親
者
が
被
葬

者
と
の
永
別
の
食
事
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
第
に
村
人
の
協
力
が
増
大
し
、
社
会
性
を
帯
び
た
も
の
と
な
り
、
共
食
の
範
囲
が
拡

大
し
、
近
親
者
の
食
い
別
れ
と
、
会
葬
者
の
離
別
と
二
段
の
飲
食
の
必
要
が
あ
っ
た
。
埋
葬
の
場
に
立
ち
会
わ
な
い
人
に
と
っ
て
は
、

野
辺
送
り
の
出
発
が
永
遠
の
別
れ
で
あ
っ
た
。
出
立
の
膳
の
膳
は
そ
の
た
め
に
も
う
け
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

愛
知
県
日
間
賀
島
の
事
例
で
、
出
船
の
盃
と
い
う
の
は
、
棺
を
船
に
見
立
て
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
棺
は
あ
の
世
へ
旅
立
つ

た
め
の
船
な
の
だ
と
い
う
観
念
が
窺
え
る
。
こ
の
仮
説
を
補
足
す
る
説
を
次
に
紹
介
し
よ
う
。

　

西
郷
氏
は
、
北
九
州
の
珍
敷
塚
古
墳
の
船
の
へ
さ
き
に
鳥
の
と
ま
る
彩
画
、
奈
良
県
天
理
市
の
東
殿
塚
古
墳
（
四
世
紀
初
め
頃
の
前

方
後
円
墳
）
に
お
け
る
、
船
と
そ
の
へ
さ
き
に
鳥
、
衣
笠
を
線
刻
し
た
円
筒
埴
輪
が
出
土
し
た
事
例
を
あ
げ
、
魂
を
あ
の
世
へ
運
ぶ
葬

送
船
だ
と
い
う
見
解
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
船
と
葬
送
と
の
因
縁
、
葬
送
に
際
し
、
棺
が
船
と
同
化
し
、
へ
さ
き
に
鳥
の
と
ま
っ
た

船
が
水
上
を
行
く
と
い
う
図
柄
が
喚
起
さ
れ
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
と
論
じ
て
い
る）
44
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
間
賀
島
の
事
例
に
つ
い

て
、
類
推
し
て
み
る
と
、
棺
を
船
と
み
た
て
、
出
棺
を
あ
の
世
へ
の
出
航
と
見
立
て
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
生
活
用
品
が
葬
儀
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
通
常
の
方
法
と
は
異
な
る
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
目
籠
、
臼
、
箒
、
茶
碗
、
晒
と
い
っ
た
品
物
で
あ
る
。

　

目
籠
（
メ
カ
ゴ
）
を
踏
み
つ
け
る
の
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
。
五
来
氏
に
よ
れ
ば
、
出
棺
の
際
に
用
い
る
籠
や
箒
は
単
な
る
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魔
よ
け
で
は
な
く
、
死
霊
の
帰
来
を
追
い
返
す
物
追
い
で
あ
る
と
い
う）

45
（

。
五
来
氏
の
説
に
依
拠
し
て
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
と
、
目
籠
を
踏
み
つ
け
る
所
作
は
、
魔
よ
け
の
た
め
で
は
な
く
、
死
霊
を
追
い
返
す
所
作
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ニ
ワ
（
庭
）
と
ザ
シ
キ
（
座
敷
）
を
一
緒
に
掃
く
と
い
う
の
は
、
単
に
掃
除
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
箒
は
塵
を
払
う
道
具
で
あ

る
た
め
、
そ
の
類
推
で
、
箒
で
庭
と
座
敷
を
一
緒
に
掃
く
こ
と
で
、
凶
事
の
好
ま
し
く
な
い
影
響
力
を
、
身
辺
か
ら
で
き
る
だ
け
遠
ざ

け
よ
う
と
す
る
呪
術
・
宗
教
的
所
作
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

渡
辺
氏
は
、
出
棺
後
、
た
だ
ち
に
部
屋
を
箒
で
掃
き
出
す
風
習
に
つ
い
て
、
物
心
両
面
か
ら
穢
れ
を
払
う
意
味
が
多
く
の
場
合
に
意

識
さ
れ
て
い
る
が
、
被
葬
者
の
足
跡
を
消
す
と
い
う
考
え
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
類
似

し
た
葬
送
儀
礼
の
事
例
を
あ
げ
、
足
跡
を
消
す
こ
と
で
被
葬
者
が
生
者
た
ち
の
も
と
へ
戻
る
道
が
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
に
し
て
い
る

と
し
て
い
る）
46
（

。

　

近
藤
氏
は
出
棺
後
の
座
敷
を
箒
で
掃
き
出
す
儀
礼
は
各
地
に
分
布
す
る
と
し
て
、
出
棺
は
被
葬
者
が
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
行
く
こ

と
を
象
徴
し
た
儀
礼
で
あ
り
、
生
者
か
ら
死
者
へ
の
変
革
を
決
定
付
け
る
儀
礼
が
、
箒
で
座
敷
を
掃
き
出
す
行
為
な
の
だ
と
い
う）

47
（

。

　

五
来
氏
は
、
ザ
ル
（
笊
）
転
が
し
の
ザ
ル
（
笊
）
や
臼
は
死
霊
攘
却
の
重
要
な
呪
具
で
あ
っ
た
と
い
う
。
目
籠
は
、
多
数
の
目
で
見

ら
れ
て
い
る
の
で
、
魔
物
が
近
づ
け
な
い
力
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
臼
は
餅
を
つ
く
時
な
ど
に
用
い
る
道
具
だ
が
、
餅
に
は
米
由
来
の

不
思
議
な
力
が
宿
る
と
い
う
観
念
か
ら
、
そ
の
道
具
に
も
、
災
厄
を
よ
せ
つ
け
ず
、
元
気
づ
か
せ
る
力
が
宿
る
と
考
え
た
も
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
籠
や
箒
の
宗
教
的
機
能
は
、
単
な
る
依
代
と
い
う
の
で
は
な
く
、
死
霊
の
攘
却
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
葬
送
鎮
魂
の
重
要

な
呪
術
で
あ
っ
た
と
し
、
大
阪
四
天
王
寺
聖
霊
会
の
舞
楽
を
行
う
石
舞
台
の
四
隅
に
立
て
る
花
縵
に
添
え
ら
れ
た
箒
は
殯
の
箒
で
は
な

い
か
と
推
測
し
て
い
る）
48
（

。

　

井
之
口
氏
は
出
棺
時
に
茶
碗
を
割
る
こ
と
に
つ
い
て
、
霊
魂
が
中
空
や
中
く
ぼ
み
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
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た
の
で
、
茶
碗
を
こ
わ
し
て
、
十
万
億
土
へ
の
旅
立
ち
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
観
念
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
被
葬

者
の
執
念
の
残
り
そ
う
な
物
品
を
こ
わ
し
、
心
の
こ
り
な
く
現
世
か
ら
出
て
行
か
せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
い

る）
49
（

。

　

ま
た
各
地
の
事
例
に
お
い
て
、
仮
門
の
習
俗
も
見
ら
れ
た
。
仮
門
と
は
出
棺
時
に
棺
や
葬
列
が
通
る
た
め
に
、
仮
に
設
置
し
た
門
の

こ
と
で
、
主
に
竹
や
茅
な
ど
で
で
き
て
い
る
。
仮
門
に
つ
い
て
、
五
来
氏
は
、
仏
教
以
前
の
殯
の
門
が
、
一
方
は
仏
教
の
四
門
と
な
り
、

他
方
で
は
民
俗
化
し
て
仮
門
と
な
っ
た
と
し
て
い
る）
50
（

。
仮
門
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
竹
や
茅
な
ど
で
設
置
し
た
、
簡
素
な
つ
く

り
で
は
あ
る
が
、
葬
列
が
通
り
抜
け
る
と
す
ぐ
に
片
づ
け
て
し
ま
う
門
で
、
そ
の
目
的
は
あ
の
世
と
の
境
目
を
つ
く
り
、
す
ぐ
に
片
づ

け
る
こ
と
で
、
被
葬
者
の
霊
魂
が
す
ぐ
に
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

井
之
口
氏
は
仮
門
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

　

①　

棺
を
ふ
つ
う
の
出
口
か
ら
出
さ
な
い
こ
と

　

②　

仮
門
を
く
ぐ
ら
せ
た
あ
と
、
そ
れ
を
こ
わ
す
こ
と
に
意
味
の
あ
る
場
合

　

③　

仮
門
を
く
ぐ
る
動
作
に
意
味
を
感
じ
て
い
る
場
合

　

④　

仮
門
の
形
や
材
料
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
場
合

　

⑤　

仏
教
の
四
方
門
に
よ
る
場
合

　

ま
た
、
棺
担
ぎ
の
役
の
者
を
ロ
ク
シ
ャ
ク
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ロ
ク
シ
ャ
ク
は
、
五
来
氏
に
よ
る
と
、
元
は
力
者
と
い
わ
れ
る
、
輿

を
担
ぐ
役
の
者
で
、
の
ち
に
六
尺
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う）
51
（

。

　

善
の
綱
は
、
棺
の
前
後
に
結
び
つ
け
た
綱
状
の
白
布
（
晒
布
等
）
の
こ
と
で
、
そ
の
綱
を
会
葬
者
が
引
い
て
歩
く
の
で
あ
る
が
、
五

来
氏
は
仏
教
的
に
作
善
の
綱
と
し
た
も
の
で
、
結
縁
の
意
味
で
「
縁
の
綱
」
と
し
て
い
る）

52
（

。
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井
之
口
氏
は
、『
長
禄
寛
正
記
』
の
寛
正
四
（
一
四
六
三
）
年
八
月
八
日
、
東
山
義
政
の
母
公
が
他
界
し
て
葬
送
の
と
こ
ろ
に
「
将

軍
家
も
善
の
綱
を
お
肩
に
お
か
せ
た
ま
う
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
仏
の
手
か
ら
綱
を
引
い
て
結
縁
の
し
る
し
に
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
善
の
綱
の
習
俗
が
な
い
と
こ
ろ
で
も
棺
に
布
を
巻
き
付
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
衣
類
を
運
ん

で
い
た
の
が
、
霊
魂
運
搬
の
意
図
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
棺
を
白
布
で
巻
く
棺
ま
き
が
始
ま
り
、
仏
教
の
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
旅
立

ち
に
促
さ
れ
て
善
の
綱
の
慣
習
が
生
じ
た
と
し
て
い
る）
53
（

。

　

筆
者
は
、
藁
縄
で
棺
を
し
ば
る
地
域
が
あ
り
、
祭
祀
の
対
象
に
対
し
て
、
し
め
縄
を
か
け
る
習
俗
が
古
く
か
ら
あ
る
こ
と
か
ら
、
祭

祀
の
対
象
で
あ
る
、
被
葬
者
の
入
っ
た
棺
を
縄
で
巻
き
、
祖
霊
化
を
促
進
さ
せ
る
意
味
で
、
古
く
は
縄
で
棺
を
し
ば
っ
て
い
た
が
、
浄

化
の
意
味
が
付
与
さ
れ
、
繊
維
技
術
の
向
上
と
と
も
に
、
晒
等
の
白
布
に
な
り
、
仏
教
的
意
味
が
付
与
さ
れ
、
善
の
綱
へ
と
変
化
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

三
、
出
棺
に
関
す
る
文
献

　

出
棺
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
、
考
察
を
す
す
め
て
み
た
い
。
五
来
氏
は
、
箒
に
邪
霊
を
攘
う
呪
力
を
認
め
る
か
ら
で
、
こ
れ
も
死

霊
の
帰
来
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
と
し
、『
古
事
記
』
の
天
若
日
子
が
（
天
稚
彦
）
の
殯
に
奉
仕
す
る
人
の
一
節
「
便
ち
喪
屋
を
作
り
て
、

河
雁
を
岐
佐
理
持
と
し
、
鷺
を
掃
持
と
し
、
翠
鳥
を
御
食
人
と
し
、」
や
、『
日
本
書
紀
』（
神
代
下
）「
便
ち
喪
屋
を
造
り
て
殯
す
。
即

ち
川
雁
を
以
て
持
傾
頭
者
及
び
持
帚
者
と
為
し
」
と
あ
る
か
ら
、
古
代
の
殯
に
は
、
箒
は
重
要
な
呪
具
だ
っ
た
と
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
近
藤
氏
は
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
天
若
日
子
の
葬
送
の
条
に
、
ハ
ハ
キ
モ
チ
（
持
帚
者
）
が
登
場
し
て
お
り
、
ハ
ハ

キ
モ
チ
の
職
能
は
生
者
か
ら
死
者
へ
の
変
革
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
箒
は
一
つ
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
へ
変
革
さ
せ
る
た
め

の
祓
い
的
性
格
を
持
つ
道
具
で
あ
っ
た
と
す
る）
54
（

。
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ま
た
、出
棺
時
の
仮
門
は
、江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、屋
代
弘
賢〔
一
七
五
八（
宝
暦
八
）年
〜
一
八
四
一（
天
保
一
二
）年
〕

の
『
諸
国
風
俗
問
状
答
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
諸
国
に
風
俗
の
質
問
状
を
送
り
、答
え
を
求
め
た
。
一
八
一
三
年
の
頃
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。「
一
、
棺
を
出
す
時
は
、
戸
の
出
口
一
杯
に
、
細
き
竹
を
角
立
て
折
り
曲
ぐ
、
こ
れ
を
ば
仮
り

門
と
云
ひ
て
、
こ
の
中
を
通
す
。
棺
を
舁
き
出
す
時
、
う
し
ろ
を
表
へ
む
け
か
け
出
し
、
外
に
て
ふ
り
変
え
廻
す
な
り
。
出
て
跡
に
て
、

門
火
と
て
門
外
に
て
是
を
焼
き
す
て
る
な
り
、
こ
れ
は
町
家
に
不
限
武
家
に
て
も
あ
る
な
り）
55
（

。」

　

井
之
口
氏
は
、
い
っ
た
ん
喪
家
を
出
て
行
っ
た
被
葬
者
の
魂
が
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
自
分
が
く
ぐ
っ
て
き
た
門

が
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
元
の
家
を
見
う
し
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
と
、
こ
の
説
明
を
ま
と
め
て
い
る
。
被
葬
者
の
魂
が
す
ぐ
に

帰
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
仏
典
の
典
拠

　

出
立
の
膳
に
つ
い
て
は
、
禅
宗
の
清
規
に
起
龕
の
日
に
食
事
を
と
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
龕
と
は
棺
を
入
れ
る
輿
の
こ
と
で
、

出
棺
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
『
禅
苑
清
規　

巻
第
七　

尊
宿
遷
化　
（
一
一
〇
三
宋
、
長
蘆
宗
賾
撰
）』

　
　

起
龕
之
日
。
本
院
随
力
作
一
大
斎
。
襯
施
重
於
尋
常）
56
（

。

　
　
（
起
龕
の
日
、
本
院
力
に
随
い
て
一
大
斎
を
な
す
。
襯
施
は
尋
常
に
重
し
。
…
拙
訳
）

　

仮
門
に
つ
い
て
は
、
各
地
の
事
例
を
み
る
と
、
仮
門
を
く
ぐ
る
際
に
三
回
廻
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
典
に
も
、
棺
を
三
匝

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
大
般
涅
槃
経
後
分
下
』
に
記
さ
れ
て
い
る
一
節
を
、
仮
門
で
三
回
く
ぐ
る
こ
と
の
直
接
的
な
根
拠
と

一
三
二



み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
出
棺
時
に
棺
を
担
ぎ
出
し
て
、
門
を
く
ぐ
る
回
数
と
同
じ
回
数
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
く
思
わ
れ

る
。
仏
典
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
社
会
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
を
記
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
　
『
大
般
涅
槃
経
後
分
下
』

　
　

爾
時
如
来
七
宝
金
棺
。
徐
徐
乗
空
従
拘
尸
城
東
門
而
出
。

　
　

乗
空
右
繞
入
城
南
門
。
漸
漸
空
行
従
北
門
出
。

　
　

乗
空
左
繞
還
従
徐
拘
尸
城
西
門
而
入
。
如
是
展
轉
遶
三
匝
已）
57
（

　
　

 （
如
来
の
七
宝
の
金
棺
、徐
々
に
空
に
乗
じ
て
、ク
シ
ナ
ガ
ラ
城
の
東
門
よ
り
出
る
。
／
空
に
乗
じ
て
右
繞
し
て
城
の
南
門
に
入
る
。

漸
々
に
空
を
行
じ
て
北
門
よ
り
出
る
。
／
空
に
乗
じ
て
左
繞
し
て
徐
々
に
還
っ
て
ク
シ
ナ
ガ
ラ
城
の
西
門
に
入
る
。
／
是
の
如
く

展
転
し
遶
三
匝
し
終
わ
る
。
…
拙
訳
）

　

こ
の
こ
と
は
、
後
の
『
諸
回
向
清
規
』
や
『
小
叢
林
清
規
』
に
も
、
類
似
の
記
載
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
『
小
叢
林
略
清
規
（
巻
中
、
在
家
送
亡
）』〔
無
著
道
忠
撰
（
一
六
五
三
〜
一
七
四
四
）〕

　
　

喪
到
涅
槃
臺
。
龕
自
東
入
経
南
向
西
到
北
。
如
是
三
匝
北
到
涅
槃
門
税
之）
58
（

。

　
　

 （
喪
涅
槃
台
に
到
る
。
龕
は
東
よ
り
入
り
、
南
を
経
て
西
に
向
か
い
北
に
到
る
。
是
の
如
く
三
匝
し
北
涅
槃
門
に
到
り
之
を
と
く
。

…
拙
訳
）

　
　
『
諸
回
向
清
規
（
巻
第
四
）』

　
　

時
行
者
鳴
鈴
。
挙
経
挙
阿
弥
陀
呪
。
大
衆
和
之
。
従
龕
後
而
進
矣
。
龕
遶
火
屋
三
匝
了）

59
（

。
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 （

行
者
は
鈴
を
鳴
ら
し
、
挙
経
し
阿
弥
陀
呪
を
挙
げ
る
。
大
衆
は
之
に
和
す
。
龕
よ
り
後
に
進
む
。
龕
は
火
屋
を
繞
る
こ
と
三
匝

し
お
わ
る
。
…
拙
訳
）

　

仏
教
以
前
の
殯
の
門
が
仮
門
だ
と
す
れ
ば
、
仮
門
の
く
ぐ
り
方
と
、
仏
教
伝
来
の
四
門
の
巡
り
方
が
、
同
じ
三
回
な
の
は
偶
然
な
の

か
？
そ
れ
と
も
、
仏
教
の
影
響
で
三
回
く
ぐ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

な
お
、
棺
に
書
く
文
に
つ
い
て
は
『
諸
回
向
清
規　

巻
第
四
』
に

「
出
離
生
死　

入
住
涅
槃　

寂
静
無
畏　

究
竟
安
楽）
60
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

五
、
ま
と
め

　

出
棺
時
の
民
俗
に
つ
い
て
、
各
地
の
事
例
を
み
て
き
た
が
、
出
立
の
膳
、
目
籠
、
臼
、
箒
、
茶
碗
、
仮
門
に
用
い
る
笹
竹
・
萱
等
、

善
の
綱
に
用
い
る
晒
等
、
様
々
な
生
活
用
品
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
葬
送
儀
礼
と
い
う
特
別
な
時
間
を
過
ご
す
た

め
に
、
日
常
と
は
異
な
る
意
味
を
付
与
さ
れ
、
被
葬
者
の
霊
の
鎮
魂
と
被
葬
者
の
霊
魂
の
帰
来
を
防
ぐ
、
様
々
な
処
置
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
こ
で
は
、
被
葬
者
と
の
最
後
の
別
れ
を
惜
し
む
行
為
と
被
葬
者
の
霊
魂
が
す
ぐ
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
行
為

の
両
面
性
が
見
ら
れ
た
。
遺
族
に
と
っ
て
、
被
葬
者
は
、
最
後
の
別
れ
を
惜
し
み
つ
つ
も
、
も
は
や
こ
の
世
の
者
で
な
く
、
あ
の
世
へ

赴
く
存
在
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
窺
え
る
。
葬
送
儀
礼
に
関
わ
る
、
他
の
習
俗
に
注
目
し
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
み
た
い
。

注（１
）
中
市
謙
三
「
野
辺
地
地
方
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
一
巻　

未
刊
資
料
Ⅲ
』
四
八
九
頁
。

（
２
）
森
口
多
里
『
日
本
の
民
俗　

岩
手
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
六
年
、
二
二
九
頁
。

（
３
）
岩
崎
敏
夫
『
日
本
の
民
俗　

福
島
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
二
二
九
頁
。
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（
４
）
藤
田
稔
『
日
本
の
民
俗　

茨
城
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
一
九
二
頁
。

（
５ 

）筆
者
の
聞
き
取
り
。
昭
和
の
終
わ
り
頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
聞
き
取
り
に
は
結
城
市
松
月
院
様
に
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
感

謝
の
意
を
申
し
述
べ
ま
す
。

（
６
）
高
橋
在
久
・
平
野
馨
『
日
本
の
民
俗　

千
葉
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
一
九
四
頁
。

（
７
）
五
来
重
『
葬
と
供
養
』
東
方
出
版
、
一
九
九
二
、一
四
四
頁
。

（
８
）
和
田
正
州
『
日
本
の
民
俗　

神
奈
川
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
二
一
八
頁
。

（
９
）
大
田
栄
太
郎
『
日
本
の
民
俗　

富
山
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
二
二
六
頁
。

（
10
）
斎
藤
槻
堂
『
日
本
の
民
俗　

福
井
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

（
11
）
土
橋
里
木
・
大
森
義
憲
『
日
本
の
民
俗　

山
梨
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
一
九
〇
頁
。

（
12
）
有
賀
恭
一
「
長
野
県
諏
訪
湖
畔
地
方
」『
旅
と
伝
説　

第
六
年　

第
七
号
』
三
元
社
、
昭
和
八
年
、
七
四
頁
。

（
13 

）
瀬
川
清
子
「
日
間
賀
島
民
俗
誌
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
五
巻　

中
部
Ⅰ
』
三
九
頁　

十
五
様
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
雨
乞
い
な
ど
が
行

わ
れ
る
竜
宮
の
祠
と
考
え
ら
れ
る
。
柳
田
国
男
『
分
類
祭
祀
習
俗
語
彙
」』
角
川
書
店
、昭
和
三
八
年
、一
〇
九
頁
、三
〇
一
頁
、四
六
三
頁
参
照
。

（
14
）
橋
本
鉄
男
『
日
本
の
民
俗　

滋
賀
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
二
二
四
頁
。

（
15
）
井
花
伊
左
衛
門
「
滋
賀
県
高
島
郡
西
庄
村
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
一
巻　

未
刊
資
料
Ⅱ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
、一
一
三
頁
。

（
16
）
浅
井
正
男
「
京
都
府
舞
鶴
地
方
」『
旅
と
伝
説　

第
六
年　

第
七
号
』
三
元
社
、
昭
和
八
年
、
一
一
四
頁
。

（
17
）
高
谷
重
夫
『
日
本
の
民
俗　

大
阪
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
一
八
九
頁
。

（
18
）
和
田
邦
平
『
日
本
の
民
俗　

兵
庫
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
五
十
年
、
二
一
九
頁
。

（
19
）
保
仙
純
剛
『
日
本
の
民
俗　

奈
良
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
頁
、
二
〇
七
頁
。

（
20
）
野
田
三
郎
『
日
本
の
民
俗　

和
歌
山
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
一
九
二
頁
。

（
21
）
四
宮
守
正
『
日
本
の
民
俗　

鳥
取
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
一
九
五
頁
。

（
22
）
石
塚
尊
俊
『
日
本
の
民
俗　

島
根
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
二
三
〇
頁
。

（
23
）
浅
田
芳
朗
「
隠
岐
国
中
村
の
葬
礼
習
俗
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
巻　

未
刊
資
料
Ⅰ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
、四
五
四
頁
。

（
24
）
土
井
卓
治
・
佐
藤
米
司
『
日
本
の
民
俗　

岡
山
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
二
〇
一
頁
。

（
25
）
藤
井
昭
『
日
本
の
民
俗　

広
島
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
二
〇
三
頁
。

（
26
）
磯
貝
勇
「
広
島
市
及
び
そ
の
付
近
」『
旅
と
伝
説　

第
六
年　

第
七
号
』
三
元
社
、
昭
和
八
年
、
一
三
七
頁
。

（
27
）
宮
本
常
一
・
財
前
司
一
『
日
本
の
民
俗　

山
口
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
一
九
六
頁
。

一
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（
28
）
瀬
川
清
子
「
相
島
日
記
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
巻　

未
刊
資
料
Ⅰ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
、三
六
一
頁
。

（
29
）
金
沢
治
『
日
本
の
民
俗　

徳
島
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
、
二
〇
八
頁
。

（
30
）
武
田
明
「
祖
谷
山
民
俗
誌
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
三
巻　

中
国
・
四
国
』、
一
九
七
四
、三
六
九
頁
。

（
31
）
野
口
光
敏
『
日
本
の
民
俗　

愛
媛
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
二
二
二
頁
。

（
32
）
坂
本
正
夫
・
高
木
啓
夫
『
日
本
の
民
俗　

高
知
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
一
九
八
頁
。。

（
33
）
高
村
日
羊
「
長
岡
郡
地
方
の
葬
礼
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
巻　

未
刊
資
料
Ⅰ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
、二
三
〇
頁

（
34
）
坂
本
正
夫
・
高
木
啓
夫
『
日
本
の
民
俗　

高
知
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
一
九
九
頁
。

（
35
）
安
川
弘
堂
「
筑
前
大
島
の
民
俗
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
巻　

未
刊
資
料
Ⅰ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
、二
一
九
頁
。

（
36
）
五
来
重
『
葬
と
供
養
』
東
方
出
版
、
一
九
九
二
、三
三
二
頁
。

（
37
）
山
口
麻
太
郎
『
日
本
の
民
俗　

長
崎
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
、
二
二
四
頁
。

（
38
）
八
木
三
二
「
熊
本
県
宮
地
町
地
方
」『
旅
と
伝
説　

第
六
年　

第
七
号
』
三
元
社
、
昭
和
八
年
、
一
八
〇
頁
。

（
39
）
染
矢
多
喜
男
『
日
本
の
民
俗　

大
分
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
二
〇
二
頁
。

（
40
）
田
中
熊
雄
『
日
本
の
民
俗　

宮
崎
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
二
一
九
頁
。

（
41
）
竹
内
「
喜
界
島
」『
旅
と
伝
説　

第
六
年　

第
七
号
』
三
元
社
、
昭
和
八
年
、
一
九
八
頁
。

（
42
）
佐
喜
真
興
英
「
シ
マ
の
話
」『
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
一
巻　

沖
縄
』
角
川
書
店
、
一
九
七
四
、一
六
九
頁
。

（
43
）
五
来
、
前
掲
書
、
九
四
二
頁
。

（
44
）
西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
死
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
、二
八
四
頁
。

（
45
）
五
来
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
。

（
46
）
渡
辺
照
宏
『
死
後
の
世
界
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
四
年
、
八
〇
頁
。

（
47
）
近
藤
直
也
『
祓
い
の
構
造
』
創
元
社
、
一
九
八
二
、五
五
頁
。

（
48
）
五
来
、
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
49
）
井
之
口
章
次
『
日
本
の
葬
式
』
筑
摩
書
店
、
二
〇
〇
二
、二
〇
五
頁
。

（
50
）
五
来
、
前
掲
書
、
五
七
五
頁
。

（
51
）
五
来
、
前
掲
書
、
三
〇
〇
頁
。

（
52
）
五
来
、
前
掲
書
、
八
三
二
頁
。

一
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（
53
）
井
之
口
章
次
『
仏
教
以
前
』
古
今
書
院
、
昭
和
二
九
年
、
一
二
四
頁
。

（
54
）
近
藤
直
也
『
祓
い
の
構
造
』
創
元
社
、
一
九
八
二
、五
五
頁
。

（
55
）
中
山
太
郎
編
『
校
註
諸
国
風
俗
問
状
答
』
東
洋
堂
、
昭
和
一
七
年
、
六
一
六
頁
。

（
56
）『
曹
洞
宗
全
書　

清
規
』
四
二
頁
。

（
57
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
二
巻
、
九
〇
七
頁
中
。

（
58
）
前
掲
書
、
第
八
一
巻
、
七
一
〇
頁
中
。

（
59
）
前
掲
書
、
第
八
一
巻
、
六
六
一
頁
下
。

（
60
）
前
掲
書
、
第
八
一
巻
、
六
六
〇
頁
上
。
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